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2018（平成 30）年度
法務研究科 法務専攻（法科大学院）Ｃ日程 入学試験問題

「小 論 文」
（60分）

注意：解答はすべて解答用紙に記入すること。

【問題】 次の文書は雑誌記事です。この記事を読んで以下の設問(A)(B)に答えなさい。(配
点100点)

(A)この記事の著者が批判している問題点を説明し、それに対して著者はどうあるべきだ
と述べていますか。解答用紙 10行以内で述べなさい。

(B)この記事を書いたのは憲法学者です。「法学者だから法律が万能であると考えてしま
う」という視点から、この著者に反論して下さい。

文書

これは何かの冗談ですか? 小学校「道徳教育」の驚きの実態 法よりも道徳が大事なの!?

今日も大学の法学部では、民法や会社法、労働法に刑法が講じられている。
そこでは、「法とは何か?」、「法の支配は実現できるか?」などと考える必要はない。

国会が制定したルールが法だと誰もが思っているし、裁判官や警察官は粛々と法を実現
している。「なぜこれが法なのか」などと悩む学生は、よほどの変わり者だろう。
法学部法律学科の講義では、法の定義も、法の支配も自明なのだ。
ところが、学校に関わる法律問題を考えていると、「法とは何か?」、「本当に法の支配

はあるのか?」という問題が深刻さを帯びる。

骨折という事故はスルー?

一例として、少し前からインターネット上で話題になっている道徳教材について検討
してみよう。
広島県教育委員会は、「『児童生徒の心に響く教材の活用・開発』研究報告集」とし

て、「心の元気」という教材を作っている
*1
。その中に、「組体操 学校行事と関連付け

た取組み」という教材がある
*2
。小学校 5・6年生用の教材で、運動会の組体操での練習

の 問題文は、著作権の都合により掲載しておりません。
その主人公、ご不便をおかけしますことお詫び申し上げます。つよし君は、組体操に

熱心に取り組み小学校 6年生だった。そんな彼が、人間ピラミッドの練習中に事故にあ
う。

今日は運動会の前日。最後の練習だ。笛の合図でだんだんとピラミッドができあがっ
ていく。二段目、三段目。とうとうぼくの番だ。手と足をいつもの場所に置き(さあ決
めてやる)と思ったしゅん間、ぼくの体は安定を失い、床に転げ落ちていた。かたに痛
みが走る。
ぼくはそのまま病院に運ばれた。骨折だった。
ぼくは、目の前がまっ暗になったようで何も考えられなかった。

事故の原因は、わたる君がバランスを崩したことだった。わたる君はごめんと謝るが、
つよし君は許すことが出来ない。そんなつよし君に、お母さんが次のように語る。
「一番つらい思いをしているのは、つよしじゃなくてわたるくんだと思うよ。母さんだ
って、つよしがあんなにはりきっていたのを知っているから、運動会に出られないのは
くやしいし、残念でたまらない。でも、つよしが他の人にけがさせていた方だったらも
っとつらい。つよしがわたるくんを許せるのなら、体育祭に出るよりも、もっといい勉
強をしたと思うよ」
つよし君の心に、「今一番つらいのはわたるくん」という言葉が強く残る。そして、

「その夜、ぼくは、わたる君に電話しようと受話器をとった」という一文でこの教材は
終わる。
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読者の皆さんは、この教材を見てどう思うだろうか。シッカリトシタ学校教育を受け
たリョウシキアル方々は、「人の失敗を許すのは大切だ。これを機にクラスの団結力を
高めよう」と思うのかもしれない。
実際、この教材の解説にも、「相手を思いやる気持ちを持って、運動会の組体操を成

功に導こう」という道徳目標が示されている。教材の実践報告にも、「この実践後の組
体操の練習もさらに真剣に取り組み、練習中の雰囲気もとてもよいものになった」と誇
らしげな記述がある。そこには、骨折という事故の重大さは、まるで語られていない。

学校は治外法権?

これが交通事故だったら、運転者は十分に注意をしていたのか、車はきちんと整備さ
れていたのか、道路の整備に不備はなかったのか、など、原因がしっかりと追究される
だろう。そして、原因に対して誰かが責任をとり、そのような事故の再発をいかにして
防止するかが議論されるだろう。

なぜ、学校が舞台になると、「骨折ぐらいは仕方ない。お互いに許して団結しよう」
という話になってしまうのだろうか。この教材を見た時、私は、「法とは何なのか」を
あらためて真剣に考えなくてはならないと思った。
法的に見ると、つよし君が参加した組体操は、違法の可能性が高い。
学校は一般に、子どもの安全を確保するために十分な配慮をすべき義務(安全配慮義

務)を負う。組み体操を実施するならば、十分な監視者を配置し、バランスを崩した子
どもがいないかを丁寧に監視し、危険な場所が見つかれば即座に練習を中止する。それ
だけの体制を整える必要が学校にはある。これは、下級審ではあるが確定した判決が指
摘したことだ。
一部の子どもがバランスを崩しただけで骨折者がでる、そんな危険な状況で練習をさ

せたのであれば、学校の安全配慮義務違反が認定される可能性は高い。民事上の問題と
して考えるなら、学校が損害賠償を請求されれば責任は免れ得ないだろう。
また、刑事上の問問題文は、著作権の都合により掲載しておりません。して考えるなら、
注意義務違反によご不便をおかけしますことお詫び申し上げます。って骨折者が出てい
るのだから、教員は業務上過失致傷罪に問われてもおかしくない。
事故が起きれば、原因を追究し、責任者を特定する。責任者の行動が、不法行為や犯罪
なら、損害賠償義務が発生し、刑罰が科される。どの国でも、法とはそういうものだ。
しかし、この教材は、「困難を乗り越え、組体操を成功させる」という学校内道徳の話
に終始する。学校内道徳が、法規範の上位にあるのだ。いや、もっと正確に言えば、学
校内道徳が絶対にして唯一の価値とされ、もはや法は眼中にない。法の支配が学校には
及んでいないようだ。これは治外法権ではないのか。

--中略--

学校内道徳の何が問題なのか?

こう考えてくると、学校内道徳を絶対視する態度の何が問題なのかが、よく分かる。
六年生なら中学受験のために根を詰めている子もいるだろう。ピアノの発表会や、サッ
カークラブの試合など、学外での活動をとても大事に思っている子もいるだろう。もち
ろん、運動会での晴れ姿を楽しみにしている子もいるだろう。学校に通う子どもたちが
大事にしているものは、みんなそれぞれに異なる。しかし、組体操への強制参加は、そ
んな子どもたちの個性を無視して、全員に骨折の危険を強要することになる。
もちろん、「嫌いだから」というだけで、学校のカリキュラムをすべて拒否して良い

はずはない。ただ、学校が子どもたちに義務付けてよい教育内容には、普遍的な価値が
要求される。
そして、教育内容は、その普遍的な価値を実現するのに効果的で、かつ、弊害の生じ

ないものが選ばれなければならない。これを行政法の世界では、「比例原則」とよぶ。
では、組体操への参加を強制することに、普遍的に説明できる価値はあるのだろうか。
また、それは、組体操以外の安全な競技では得られないものなのか。
組体操は、骨折はもちろん、場合によって死の危険もあるほど危険な競技だ。それを

強要するなら、これらの疑問に誠実に答える必要がある。「クラスの団結力を高める」、
「困難を努力で乗り越える」という程度の教育目的では、あえて、組体操という危険な
競技を選ぶことを正当化することは不可能だろう。
しかし、今回紹介した道徳教材には、こうした問題意識は微塵も感じられない。その

原因は、学校内道徳を絶対的な価値と思い込んでいることにあるだろう。その盲目的な
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態度は、一般社会であれば当然に思い至るべき疑問を持つこと自体を圧殺してしまう。

法学教育の意義
問題文は、著作権の都合により掲載しておりません。

「道徳」といわご不便をおかけしますことお詫び申し上げます。れると、多くの人は
漠然と「人として良いこと」と考えてしまう。しかし、「道徳」の内容はあまりに曖昧
だ。また、法律と違って、誰が作るのかもはっきりしない。このため、「道徳」の授業
には、一部の人や集団にしか通用しない規範を、漠然とした圧力で押し付けてしまう危
険がある。
今回紹介した教材は、「学校内道徳が法の支配を排除する」という道徳の授業の危険

をとても分かりやすく表現している。あらゆる子どもを受け入れる公教育が公教育であ
るためには、もっと普遍的な教育こそが必要ではないか。
以上の議論から得られる私の結論は、至ってシンプルだ。学校では、道徳ではなく、

法学の授業に時間を割くべきなのだ。

--以下略--
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出典：http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160126-00047434-gendaibiz-soci&p=1


